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一 

 



 

谷
村
株
式
会
社
新
興
製
作
所
（
所
在
地
、
岩
手
県
花
巻
市
城
内
四
番
三
号
、
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
と
、
そ
の

従
業
員
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
新
興
製
作
所
労
働
組
合
（
所
在
地
、
岩
手
県
花
巻
市
城
内
四
番
三
号
、
以 

 

下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
と
の
間
の
雇
用
問
題
を
中
心
と
し
た
労
使
紛
争
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

会
社
は
、
故
参
議
院
議
員
谷
村
貞
治
氏
の
創
設
し
た
通
信
機
製
造
を
行
う
同
族
会
社
で
あ
つ
た
が
、
最
近
突 

 

然
大
幅
増
資
を
行
い
、
経
営
者
が
交
替
し
、
新
し
い
大
株
主
の
手
に
経
営
が
移
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
過 

 

程
で
株
の
取
得
や
金
融
な
ど
に
つ
い
て
週
刊
誌
が
書
き
立
て
る
な
ど
兎
角
の
噂
が
あ
り
、
経
営
者
側
の
内
部
に 

問
題
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
が
、
そ
の
経
過
に
つ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

会
社
は
、
最
近
従
業
員
約
千
七
百
名
（
組
合
員
千
四
百
六
十
七
名
）
の
う
ち
五
百
名
と
い
う
大
量
解
雇
を
発
表

し
、
そ
の
結
果
、
会
社
と
組
合
と
の
間
に
紛
争
が
起
こ
つ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
解
雇
理
由
、
組
合 

谷
村
株
式
会
社
新
興
製
作
所
の
雇
用
問
題
と
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

四 

岩
手
県
で
は
、
中
小
企
業
の
倒
産
の
増
加
、
冷
害
の
影
響
な
ど
に
よ
つ
て
雇
用
問
題
が
深
刻
と
な
つ
て
お 

 
 

り
、
さ
ら
に
県
内
有
数
の
企
業
で
あ
る
会
社
が
五
百
名
も
の
大
量
解
雇
を
行
え
ば
、
地
元
の
経
済
に
与
え
る
影 

 

響
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
岩
手
県
並
び
に
花
巻
市
は
今
回
の
会
社
の
解
雇
に
い
か
な
る
対
策 

を
と
つ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

岩
手
県
内
有
数
の
民
間
企
業
と
い
わ
れ
て
い
る
会
社
の
労
使
紛
争
は
、
単
に
岩
手
県
内
だ
け
の
問
題
で
は
な 

三 

会
社
と
組
合
の
紛
争
の
な
か
で
、
組
合
側
か
ら
岩
手
県
地
方
労
働
委
員
会
に
不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
立 

 

て
、
盛
岡
地
方
裁
判
所
に
仮
処
分
申
請
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
申
立
て
、
申
請
の
内
容
、 

 
 

経
過
、
進
行
状
況
並
び
に
現
状
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
岩
手
県
地
方
労
働
委
員
会
、
盛
岡
地
方
裁
判
所
が
、
勧
告
な
ど
を
行
つ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、 

 
 

そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

側
の
態
度
並
び
に
紛
争
の
経
過
と
現
状
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

く
社
会
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
政
府
、
労
働
省
、
通
産
省
並
び
に
会
社
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
電
々
公
社 

 

な
ど
は
、
こ
の
紛
争
解
決
と
労
働
者
の
雇
用
確
保
の
た
め
に
い
か
な
る
行
政
指
導
を
行
い
、
ど
の
よ
う
に
紛
争 

 

解
決
に
当
た
ら
れ
る
の
か
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


